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議会運営委員会 

平成25年12月19日（木曜日）午後３時30分 開会 

 

本日の委員会に付した事件 

１ 陳情の審査 

(1)「穂の香看護専門学校（仮称）選定の経緯に関する特別委員会設置及び調査につい

て」要望書（陳情書扱い） 

「討論・採決」 

 

 

出席委員（６名） 

委員長 鈴木達雄  副委員長  加藤芳夫 

委 員 下江洋行  白井倫啓  滝川健司  中西宏彰 

議 長 夏目勝吾  副 議 長  丸山隆弘 

 

欠席委員 なし 

 

事務局出席者 

議会事務局長 村田道博  議事調査課長 中島 勝  書 記 伊田成行 
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開 会  午後３時30分 

○鈴木達雄委員長 ただいまから議会運営委

員会を開会します。 

本日は16日に引き続き議長から送付されま

した陳情について、審査いたします。 

陳情者、澤田恵子氏から提出されました

「穂の香看護専門学校（仮称）選定の経過に

関する特別委員会設置及び調査について」の

要望書を議題といたします。 

それでは、本陳情について、自由討議に入

ります。意見等のある委員は発言願います。 

白井委員。 

○白井倫啓委員 今回のコーチングスタッフ

の件というのは、議員でなかったこの４年の

間に起きたことなものですから、私自身も経

過を断片的に聞くだけにおいても疑問が払拭

できないという思いでおります。 

今回要望書として疑問点をただしてほしい、

明らかにしてほしいという、これについては

徹底的な議論が必要だというように思ってい

ます。今後、新城市の看護という点でも大き

な方向を示す事業にもなりますので、市民の

皆さんの疑問を残したまま進んでいくわけに

はいかないと思いますので、本日も徹底的な

議論をしていきたいというように思っていま

す。 

特に現職だった皆さんが、私以外は現職の

皆さんなので、お互いに率直な議論で、きょ

う、傍聴に来られている方たちにも疑問が解

消できるような議論になればというように思

っていますので、お願いしたいなと思います。 

○鈴木達雄委員長 申し上げますけれども、

本日は陳情書についての必要性の部分で特に

審査をいたしたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

滝川委員。 

○滝川健司委員 今、白井委員は徹底的に議

論してと言ったけれども、これは議論して答

えを出す件ではなくて、事実を確認するだけ

の作業なのです。議論して、それで答えを出

すという案件ではないのです。事実確認と、

そこに何か問題があるのかどうかを確認する

だけで、あれば問題にすればいいと。ただ事

実確認をするのが我々の仕事だと思います。 

○鈴木達雄委員長 加藤委員。 

○加藤芳夫委員 私のほうからもちょっとご

意見をさせていただくのですけれども、今回

の陳情書の案件につきまして、午前中、市長

からも部長からもいろいろ状況を聞きました。

やはりなかなか払拭されないところが私とし

てはあります。ぜひ、この陳情書の趣旨に従

って、双方のご意見をしっかり聞いた上でい

きたいということで、ぜひこれはまだ継続す

る必要があると思いますので、きょう結論を

出すのではなくて、今後もしっかり調査をし

ていきたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

○鈴木達雄委員長 ほかに意見はありますか。 

下江委員。 

○下江洋行委員 本日の議会運営委員会の午

前中の部会におきまして、市長、そして関係

部局の皆さんの話、市長が中心にお話をされ

ましたけれども、平成19年度からでしたか、

愛知新城大谷大学の学生募集停止の話が出始

めたころからのこれまでに至る経緯を大変詳

細に時系列で今までの手続を明確に示してい

ただきました。 

そして、その中で平成24年度、前年度にな

るわけですけれども、議会の全員協議会でコ

ーチングスタッフに決定ではなく、あくまで

第一優先交渉相手ということで交渉していく。

そして、その中で、他に有力な候補があれば、

そちらとの交渉をするという可能性もあると、

こういう説明のもとに今まで交渉を進めてき

た、こういう経緯でございます。 

そして、高等教育機関等設置に係る協議に

ついての覚書、この覚書におきましても、最

終の正式契約の締結に至るまでは設置に関す

る権利は与えないと、こういうことも明確に

しております。もろもろ、ほかにも細かく説
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明をいただきましたけれども、これまで交渉

を進めて来る過程において、適切な手順を私

は踏んでいると思いますし、さらなるさかの

ぼっての調査をする必要まではないというよ

うに私は考えます。 

○鈴木達雄委員長 白井委員。 

○白井倫啓委員 先ほど議論をということを

言わせてもらったのですが、これは議会とし

てあるべき姿ということも、問題になるとい

う意味では議論が必要だと思って、議論と言

わせてもらいました。 

単純に考えて、このコーチングスタッフの

件がここまで来たというのは、これまで議会

がどういう役割を果たしたのかという疑問も

あって、この問題は徹底的に議論をしておき

たいということです。単純に考えまして、う

わさという、確証があるわけではないのでう

わさと言いますけれども、６月５日に市長が

あるホテルで会って、名前は具体的に出てい

ますので、具体的な名前でお話しますけれど

も、○○○○さんがそこに同席し、コーチン

グスタッフに決まった。決まったということ

で事務所開設についても頑張れみたいなこと

を言われたという、こういう話があるわけで

す。 

その後、なぜ７月５日にコーチングスタッ

フのヒアリング、その後は４社のヒアリング

をやったということになるのですが、決まっ

た後になぜヒアリングが続くのかなというの

が、ここがよくわからないのです。だから、

手続上の問題も含めて、行政のやり方のとこ

ろにも問題があったのだろうと。要は疑問を

持たれるようなやり方をやってしまった結果、

こうなってしまっているのです。だから、も

しそこのところに不正がないとしても、やり

方として、市民の皆さんに疑問を持たれるよ

うなやり方をしたという点ではただすべきと

ころがあるのではないかと思うのです。 

７月５日のコーチングスタッフのヒアリン

グでも議事録がないということは明らかなこ

となのです。これから大学の跡地が利用され、

それによっては新城を含めてこの地域の看護

師の不足という問題に対して、ある程度の効

果を及ぼす可能性のある大学を誘致するに当

たって、ヒアリングをしたにもかかわらず議

事録を残せない。これでは本当に何を議論し

たのか。何をチェックしてきたのかというの

が疑問として残ってしまうのです。 

私が言いたいのは、そこのところをチェッ

クしないままここに至っているという、午前

中にいろいろな説明があり、手続上問題ない

というようなことを下江委員も言われたので

すが、手続上に問題があると。結果、疑問が

出てしまっていると思うのです。だから、議

会として疑問を残している対応、議事録がな

いようなことだとか、ヒアリングしたにもか

かわらず４社に対して十分な資料を残してい

ない、十分な資料を求めても提案できない、

こういうやり方の行政に対して議会がチェッ

クしなかった、誰がチェックできるのだとい

う思いなのです。 

そのあたりを含めて、疑惑がもしあるとし

たら、その疑惑は解明しなければいけない。

疑惑でなくて手続上の問題にあるのだったら、

手続上の問題で今後ないような防止策をとら

なければいけないと思います。 

○鈴木達雄委員長 確認しますけれども、議

事録がないという話は、それは見ていないと

いうことですか。 

○白井倫啓委員 議事録がないというのは、

資料請求した結果、議事録はないと言われた

ということなのです。 

○鈴木達雄委員長 わかりました。 

中西委員。 

○中西宏彰委員 先ほどの下江委員の言われ

たようなことと、いろいろ今、白井委員が言

われるようなことも、交渉事においてはいろ

いろ気づくところ、思うところはあるかもわ

かりませんけれども、私たち議会としても認

めてきて、説明を全協等を通じて受けてきた
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中で決断し、また今、募集が来年に向かって

されようとしているときに本当にこれ以上新

城市として本当に大きな不正があったりとか、

大きな間違いがあるのだったら、本当にただ

すことは必要かもわかりませんけれども、き

ょうの市長さんの話を聞かせていただいたり、

説明を聞きますと、私は大きな問題ではない

ではないかと。本当に今後、今、募集して、

子どもたちが来年から勉学に励んでいただけ

る、そのような状態に新城市として大きな禍

根を残さない、そのようなことのほうが今後

に対する問題で前向きに検討していくべきだ

と思いますし、その中で今回の経緯のことで

問題があるとすれば、今後、市行政において

も反省すべきところは反省し、やっていくべ

きだと思いますので、今回の件については、

きょうの説明等、これでまた私たちの議会に

おいても説明を受けてきて賛同してきたとこ

ろがありますので、私としては今回のこのよ

うなことはこれ以上進めないと思いますので、

そのような思いです。 

○鈴木達雄委員長 その前に、今回の皆さん

の自由討議の中でご意見を伺うのは、この陳

情について、特別委員会選定の経緯について

特別委員会を設置し、調査が必要であるので

はないかという、そういう陳情であります。

それに対しての意見というのをもう少し明確

にしていただくとありがたいのですが。 

白井委員。 

○白井倫啓委員 先ほど言いましたように、

手続上にも問題があるという点では、調査を

しない限り、今、中西委員が言われたのです

けれども、問題があればたださなければいけ

ないと。問題があるかどうかがわからないの

に、これを閉じるわけにはいかないわけなの

です。 

具体的に、中西委員がもし問題がないとい

うことで、この要望書に対して決をとるとい

うのであれば、問題がないという理由、これ

を示していただきたいなと思います。 

○鈴木達雄委員長 中西委員。 

○中西宏彰委員 私は自分の前期において、

市のほうから説明を受けてきたこと、そして、

説明等をきょうの段階で聞かせていただいた

ことにおいて、私としてはそのように判断す

るに至ったとしか、今のところ。 

○鈴木達雄委員長 そのようにと言いますと。 

中西委員。 

○中西宏彰委員 法に触れるとか、そういう

ようなことはなかったはずと思いますので、

ないと私は信じておりますし、きょうの話の

経緯でいきますと、１年も空白を置きたくな

い。早く大学施設をそのまま引き続き次の学

校に持って、新城から学生が育ち、この地域

で働いてもらえる人を育てていきたい。その

思いの中でのことで、相手との交渉事等々あ

ることを、私たち議会にも最初の段階におい

てすべてが網羅されることばかりではなかっ

たと思いますので、私はそういう面でそう信

じている。感じました。 

○鈴木達雄委員長 白井委員。 

○白井倫啓委員 中西委員にまたお尋ねした

いと思いますが、私、先ほど言いました。手

続上に問題があると。コーチングスタッフが

最良ということであれば、最良というように

判断できる材料が要るのではないかと思って

いるのです。コーチングスタッフの資料とほ

かの４社との比較。これが明確にされている

ような資料があって、やはりコーチングスタ

ッフだねということまであれば、まだ手続上

も納得できるのです。 

ただ、私が見た限り、残り４社のヒアリン

グといっても出ている資料は大した資料がな

かったですし、その結果も口頭で連絡する程

度のヒアリングだったのです。これで、あと

議会がこれを見て、やはりコーチングスタッ

フだねというように判断できたらよかったの

ですよ、私自身は。その点について、資料も

なくてコーチングスタッフに決めたというこ

とに対して何も疑問を感じないのでしょうか。 
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○鈴木達雄委員長 白井委員、議会が資料を

見て判断したという部分。それについては、

今回の陳情の中身について触れていないと思

いますけれども、どうでしょうか。 

市長の動きに対して不明確な部分があると。

コーチングスタッフと市の交渉について、と

私はこれ、中身を見させていただきました。 

白井委員。 

○白井倫啓委員 このメンバーの中で要望に

対して方向を決めるわけですね。要望は今後

調査をしてほしいということだったのです。

中西委員の先ほどの討論ですと、特に支障が

ないと思えるような討論だったので質問させ

てもらったのです。中西委員の判断だと、問

題ないからこれは調査する必要はないのでは

ないかという結論をされるので、お聞きした

のです。 

○鈴木達雄委員長 滝川委員。 

○滝川健司委員 きょうの午前中の市長から

の報告調査、これまでの経緯と時系列上の報

告を受けた問題、何も齟齬がないし、白井委

員が言われる事務手続上の問題と不正だとか

疑惑だとか、それとはまた別な話ですので。 

○鈴木達雄委員長 白井委員。 

○白井倫啓委員 だから、僕は別だと言って

いるのですけれど。 

○鈴木達雄委員長 滝川委員。 

○滝川健司委員 最初はそういう話だったの

が、今は手続上の問題になってきている。今

回はそこで疑惑だと言う。 

○鈴木達雄委員長 白井委員。 

○白井倫啓委員 僕は言っていないですよ。

○鈴木達雄委員長 滝川委員。 

○滝川健司委員 さっき言いましたよ。 

○鈴木達雄委員長 白井委員。 

○白井倫啓委員 手続と言っている。 

○鈴木達雄委員長 滝川委員。 

○滝川健司委員 手続上の問題でその中で疑

惑があると、はっきり言いました。 

○鈴木達雄委員長 白井委員。 

○白井倫啓委員 いや。 

○鈴木達雄委員長 滝川委員。 

○滝川健司委員 手続上の問題と事務手続だ

けの事務上の問題と全然次元が違いますよ。

だから、事務手続上の問題であれば、今回の

陳情の趣旨、願意は出発点。要望書、陳情の

出発点が市長選挙における公開討論会でのや

り取りが出発点だと書いてあります。それに

ついては、我々もどういった会話が行われま

したか、文書を起こして確認しました。確認

の中に特に問題はありませんし、その問題を

提起した山本氏すら「ありがとうございます。

事実ではないというお話がいただけました」

と言って納得しているわけです。それが何で

問題となって広がっていくのかわかりません

けれども、○○○○さんという方からの一方

的な話ですよね。この方がどういう意図でそ

ういった、この会話以上の事実だかどうかは

わかりませんけれども、それをいろいろな方

に言っているようですけれども、その辺の意

図も全然わかりません。本当に不正があった

り、市に損害を与えたり、犯罪行為があった

のか、明確な証拠があるわけでもないし、た

だ聞いた、聞いたと言う。うわさ、うわさだ

けの話でしょう。 

だから、この問題については、問題提起さ

れた時点で、きょう、市長はじめ関係者を呼

んでしっかり時系列で報告をいただいて、こ

のコーチングスタッフを選定するに当たって

は何の瑕疵もないことを私たちも確認したし、

それを再度、これまで我々が議会で報告を受

けて、コーチングスタッフが選定した経緯も

聞いた上で議決、議決案件は契約だけでした

けれども、その一端までの報告は確認してき

たわけです。それをきょう、再度確認したこ

とに何の齟齬もなかったし瑕疵もなかった。

それでもう調査を我々は済んだと思いますの

で、これ以上何も調査することはない。 

ただ事務手続上の議事録がないということ

は、それはただ事務上の問題であって、それ
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は今後そういうことはただしていく。議事録

をとるということは、ちゃんと手続として、

事務作業としてやるということだけのことで

あって、それはまた別の次元の話ですので、

もう調査は済んでおりますので、私はこの要

望書は不採択でいいと思います。 

○鈴木達雄委員長 加藤委員。 

○加藤芳夫委員 今の両者のご意見を聞いて

いたのですけれども、今回のこの要望書に対

する調査について、今、滝川委員が必要ない

というお話なのですけれども、現実私もコー

チングスタッフの当事者とお話をさせていた

だいているし、きょうは市長からも市側とし

てのお話をいただきました。 

確かに市側の説明もわかるところもありま

すけれども、どうしても今、食い違うところ

が実は数点ありますので、私は市側の話を聞

いて、一方的にそれを認めるではなくて、対

相手のコーチングスタッフの○○○○氏を一

度ここへ参考人として来ていただいて、はっ

きり言って両方のご意見を聞いて、どちらが

言っていることが正しいかということをやは

り、それは皆さんで判断していただくほうが

私はいいと思います。 

私なりの調査の中でも６月５日、きょうも

午前中にそういう話があったので、即大阪の

ほうへ問い合わせをさせていただきました。

ところが大変憤慨して、とんでもない話だと。

いつでもここへ出てお話しますと、当の本人

も言っていますので、市の市長が言っている

ことが本当に正しいのか、うそを言っている

のか。その辺は当事者からの、一方だけでは

なくて両方を呼んで判断すべきものでありま

すので、今後ともこの調査は継続審査してい

って、はっきりすべきではないかと思います。 

○鈴木達雄委員長 白井委員。 

○白井倫啓委員 加藤委員が今言われました

ように、当然のことだと思うのです。先ほど

の滝川委員の話は、「市長の話を聞いて、午

前中に市側の意見を聞いて、納得できる、瑕

疵はない」という話なのですが、私が言って

いるのは、両方の意見を聞かないとそれはだ

めではないのということも言っているわけで

す。 

おかしいのです。あなたたちは「○○○○

さんの、コーチングスタッフ側の、当時コー

チングスタッフにいた人たちの声ばかり聞い

ている。そちらばかり信じている」という言

い方をするのですが、逆に言わせていただく

と、なぜ市側のことばかり正しいと言うのか

と思うのです。そういう意味では、今、加藤

委員が言われたのが正当な話だと思うのです。

両方の意見をまず皆さんが聞いてみないとい

けない。その上で判断しなかったら、何が正

しいかもわかりませんし、手続上の問題もな

ぜ議事録を残さなかった。もしかしたら、議

事録を残すことがまずいから残さなかったか

もしれないとも思えてしまうのです。だから、

調査というのは両方やるべき。それも本来は

公開でやるべきだというように思うのですが、

午前中だってそれほど大した、大したという

か、秘密である資料なんてないのです。それ

を非公開でやっているということ自体もおか

しいなと思いますので、調査は継続するとい

うことで、すべて公開でやるべきだと思いま

す。 

○鈴木達雄委員長 委員長の意見を言ってい

いのかわかりませんが、この陳情書は今言わ

れた○○○○さんと関係者も含めて調査をす

るための、本当に疑義があったのかどうか、

その調査をするための特別委員会、それが必

要ではないかという陳情の願意であったと私

は思っておりますので、その先、今言った調

査の中身については、この特別委員会なり、

設置後の話だと私は思っておりますけれども、

どうでしょうか。 

加藤委員。 

○加藤芳夫委員 特別委員会を開かなければ

できないなんていうことはなくて、議会運営

委員会で今、調査をしているのですから、こ
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れを継続すれば別にできるのではないですか。

特別委員会を開く必要はないのではないです

か。調査についてやっていけばいいことで。 

○鈴木達雄委員長 滝川委員。 

○滝川健司委員 まず、陳情をどうするかと

いうのが前提にあるものですから、それをま

ず今、話をしなければいけない。陳情の枠を

超えて議論をしてしまうと、陳情がどこか行

ってしまうので、そこは陳情の願意をどうす

るか。要するに特別委員会を設置するのか、

そこで、及び調査という陳情に対してどうす

るかという議論をしなければいけない。 

○鈴木達雄委員長 それを調査する委員会が

必要かということですよね。 

白井委員。 

○白井倫啓委員 委員会が必要だというよう

に言われれば、そのとおり。そのとおり採択。 

 今までの議論で私の意見をはっきり認識し

ていただいたと思いますが、採択しかないと

思います。 

○鈴木達雄委員長 その他、意見があります

か。 

丸山副議長。 

○丸山隆弘副議長 先ほど白井委員が滝川委

員に言われていた部分ですけれど、最後の部

分だったと思いますけれども、午前中の市長

からの、また執行部からの説明については事

実の確認をしたと、こういうように先ほど滝

川委員がおっしゃられた。事実の確認をし合

った。 

常に私たちは現職として、前期のときにそ

の都度チェックをしながら、それぞれの議員

の立場で考えて、その判断をしてきたという

経緯があります。その事実経過を踏まえて、

今回のこの取り扱いについてどういうように

考えるか。そういう構えでいいと思うのです

けれども、議会運営委員会としてはですね。

最終判断は、これを決をとるに当たって再度

確認したいということも踏まえて、委員皆さ

ん一致で午前中、確認作業が行われたと。こ

ういう事実経過をまず踏んでおかないといけ

ない。 

とにかく前期のときにそれぞれの議員がそ

れぞれの議員の立場で独自に調べたりして、

調査をして、確認し合ってきた。ここを踏ま

えて判断されるのが、僕は筋ではないかなと

思います。 

あと、この取り扱いについて、特別委員会

設置及び調査と。先ほど委員長が言われてい

たけれども、特別委員会を設置するというこ

とが前提になるような形で、ちょっと部分的

におっしゃられていたと思うけれども、そう

ではなくて、特別委員会設置がもし不可能な

らば、独自に議員活動としてそれぞれの議員

の立場で、調査権というのはないものですか

ら、議員独自の活動の中で事実確認をやって

いけばいいのではないでしょうか。というこ

とだと思うのですけれども。その中で判断を

していただければいいのではないですか。 

○鈴木達雄委員長 他にありませんか。 

白井委員。 

○白井倫啓委員 午前中は事実確認と言われ

るのですが、事実かどうかがわからないので

両方の意見を聞くべきではないかと、私は先

ほどから言っているのです。 

事実かどうかはやはり両方の意見を聞きな

がら、実際に来ていただいて、双方の意見が

食い違うところがあるのです。言った、言わ

ないというレベルの話が。ただ、どちらが正

しいかというのは、今のままではどちらを信

じるかという話になって来るだけで、だから、

双方の意見を聞きながら、引き続きここの特

別委員会なりで調査をしていくというのが今

回の要望にこたえる方法だと思います。 

○鈴木達雄委員長 滝川委員。 

○滝川健司委員 今、両方を呼んで、言った、

言わないの両方の言い分を聞いてと言ったけ

れど、両方、言った、言わないの世界になっ

てしまうと、どちらも信用できないというか、

どうやって判断していくのか。 
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やはり、これがあるのだったら、ちゃんと

事実と証拠に基づいてやってくださいよ。聞

いた話だとか、証拠はあるけれど出せません

なんて、そんな話でやっていたって話は進ま

ない。今回はあくまで陳情は特別委員会を設

置して、そこで調査してというのが陳情の願

意なので、それをどうするかのちょっと議論

をしていただければと思います。 

○鈴木達雄委員長 白井委員。 

○白井倫啓委員 だから、さっきからそうい

うように言っているのだけれど。 

○鈴木達雄委員長 陳情に関しての自由討議

ということで、ほぼ出尽くしたということで

よろしいですか。 

それでは、特に発言がなければ、これより

討論を行いたいと思います。 

討論はありませんか。下江委員。 

○下江洋行委員 それでは、私は本陳情につ

いては不採択という立場で討論を申し上げま

す。 

まず、誘致をする穂の香看護専門学校につ

いては、これまで行政側が適切な手順に基づ

いて第一優先交渉相手の団体として交渉が進

められたことを認めた上で、学校の新設に向

け、ことしの８月臨時会において市有財産、

これは愛知新城大谷大学の跡地でありますが、

減額貸付をする議案を既に私ども改選前の議

会で議決をしております。 

平成26年度、来年の４月の開校に向けて生

徒募集、そして周辺の環境整備、地域連携等

を支援するための施策を推進すべき段階に入

っております。 

今12月議会におきましても、市内の医療機

関において看護師業務に従事しようとする学

生を支援するべく修学資金を貸与する条例に

ついても審議中であります。 

地域ぐるみで学校新設を支援し、昨今の看

護師不足の現状の中、人材育成に市を挙げて

取り組んでいくことこそが市民の利益につな

がることであると考えます。 

また、本日午前中の議会運営委員会の部会

におきまして、先ほど申し上げたように、市

長から平成19年度から現在の交渉に至るまで

の経緯を時系列で明確に表にして作成してい

ただき、詳しく説明をいただきまして、しっ

かりと調査もできたものであると、私は思い

ます。 

この過程におきまして、平成24年度、前年

度はあくまで繰り返しになりますけれども、

決定ではなく第一優先交渉相手として考えた

上で交渉を進めてきたわけで、あくまで第一

優先交渉相手としてであり、他の有力な相手

が出てくれば、これは新たな交渉相手として

考えるという余地も残した上で交渉を進めて

まいりました。 

また、高等教育機関等の設置にかかわる協

議についての覚書におきましても、設置に関

する権利は正式契約の締結に至るまで与えな

いと明確にこの覚書に記してあります。 

また、８月の臨時会におきます施設の賃貸

借契約におきましては、平成26年、来年の４

月以降に認可がおりず開校ができないという

状況になれば、違約金としての家賃１年分を

支払うという条項までつけ加えております。 

現段階におきまして、穂の香看護専門学校

の誘致を推進していくための支援策を考え、

議論することこそが議会が果たす責務であり、

私はこの選定・交渉の経緯に関する今までの

過程の経緯をさかのぼって調査する必要はな

いと考えます。 

したがいまして、本陳情は不採択とすべき

であります。 

○鈴木達雄委員長 ほかに討論はありますか。 

白井委員。 

○白井倫啓委員 本要望書、今回の提出され

た要望書を採択の立場で討論したいと思いま

す。 

久しぶりに議会に戻ってきまして、やはり

不思議な部分がまだ残っているなというのは、

市民の皆さんが疑問に思ったことをまず解決
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するというのが、それを求められた議会とし

て当たり前のことだと思うのです。市側の説

明を聞くのも大事です。逆側の○○○○さん

たちの話も当然聞くのも当たり前。両方の意

見を聞いて、何が真実かを探るのは、議会に

求められている、また仕事でもあると思うの

ですが、それをやることは議会にとって何の

マイナスでもありませんし、市にとってもマ

イナスではありません。プラスになってもマ

イナスにはならないのです。それをなぜ嫌が

るのかがよくわからない。 

市民の皆さんは疑問を払拭してほしいと、

ただ言われているだけなのです。疑問を払拭

できる力を持った議会に、議会を期待して要

望してくれたのです。市側の説明だけを聞い

て、納得したから、市民の皆さん、これで議

会の調査は終わりますというのでは、議会の

信頼はがた落ちになってしまうと思うのです。

簡単なことなのです。両方の意見を聞き、何

が正しいのか。少しでも議会が汗を流す。こ

れだけでいいのです。 

この採択、それほど難しいことではないの

です。議員としてのあるべき姿を自分自身が

どういう議員を目指すのか、それを考えるこ

とができれば、採択しかないというように思

います。 

採択の立場で討論させていただきましたし、

皆さんも議員の初心に帰ってもらって判断し

ていただきたいと思います。 

○鈴木達雄委員長 ほかに討論はありません

か。 

〔発言する者なし〕 

○鈴木達雄委員長 討論なしと認めます。 

討論を終了します。 

これより採決します。 

採択と不採択の両論がありましたので、起

立により採決します。 

初めに、採択から始めます。本陳情を採択

することに賛成の委員の起立を求めます。 

〔採択賛成者 起立〕 

○鈴木達雄委員長 起立者２名です。 

それでは、本陳情を不採択することに賛成

の委員の起立を求めます。 

〔不採択賛成者 起立〕 

○鈴木達雄委員長 不採択起立者３名。 

以上で、本陳情は不採択すべきものと決定

いたしました。 

以上で、本委員会に送付されました案件の

審査はすべて終了いたしました。 

この際、委員長からお諮りします。 

委員会の審査報告書及び委員長報告の作成

については、委員長に一任願いたいと思いま

す。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木達雄委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定いたしました。 

これをもちまして、議会運営委員会を閉会

いたします。 

閉 会  午後４時10分 
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